
下記のとおり申請いたします

氏　名 ㊞ TEL

団体名 FAX

住　所

氏　名 連絡先

住　所

　自：令和　　　　年　　　　　月　　　　　日（　　　　曜日）　　　　　時　　　　分　 (                 )　時間

　至：令和　　　　年　　　　　月　　　　　日（　　　　曜日）　　　　　時　　　　分　　　 (                 )　日間

名

円 合計

　　　　　　　許可　　　　　　　　否

　令和　　　　　年　　　　　月　　　　日

　　□伊佐ノ浦公園　　　　□七ッ釜鍾乳洞公園　　　　□みかんドーム　

申請日  　令和　　 　年　   　 月  　　　日

ＮＰ０法人西海市観光協会

理事長　森口　昭徳　　　様

公園施設（物品）利用申請書/許可証

申請者

公　園　名
　　□大島大橋公園 　　　□大釜海岸ふれあいの浜広場　　　　□その他：　

利用責任者

(申請者と異なる場合記入）

施設利用料金 円 利用物品等料金 円　　　

利用施設名

利用目的

利用日時

利用人数

利用物品等

　⑥　収入目的及び収入が見込める場合の利用料減免は認めない。

利　用　料　の

減　免　理　由

備　　　考

　①　利用者は、申請書を提出し許可を受けなければならない。

　②　利用者は、使用料を利用日の前日までに納付しなければならない。（原則として返金しない）

　③　利用者の過失により物品の破損・損壊・滅失した場合は、利用者は賠償しなければならない。

　④　利用者は、その使用権を他に譲渡及び転貸してはならない。

　⑤　利用許可の内容に変更等が生じた場合、変更申請を行わなければならない。

事務局長 受付

処理状況
諾　否　

許　可　


